
新型コロナウイルス関連情報（４月２２日） 

 

【米国に在住される邦人の皆様へ（杉山大使からのメッセージ）】 

 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が米国でも猛威を振るう中，皆様におかれては，

心休まらない毎日を過ごされておられることと存じます。まずは，日本や米国，そして世界

各地で罹患された方々に対し心からお見舞い申し上げるとともに，不幸にもお亡くなりに

なった方々，そのご遺族に謹んで哀悼の意を表します。そして，全米各地の現場の最前線で，

昼夜身を賭して様々な形でご尽力されている医療従事者や研究者をはじめ各分野の関係者

の皆様に対して，深甚なる敬意を表します。 

 先月半ばに全米各地に対して非常事態宣言が出され，先週には，日本でも緊急事態宣言の

対象地域が全国に拡大されました。現下の厳しい状況がいつまで続くのか先々見通すこと

は困難ではありますが，私はもちろん，大使館・総領事館員にとって，最も重要な任務は米

国で暮らす在留邦人の皆様の健康と安全を守ることであり，今日のような困難な時期こそ，

こうした使命を改めて肝に銘じて，職員一同，職務に全力を挙げて取り組んでいます。その

ような中，ワシントンの現地職員にも感染者が出る等，在留邦人の皆様にご心配をお掛けし

ております。本来，率先垂範すべき在米日本大使館でこのような事態を生じてしまった全責

任は，私にあります。幸い，今のところ大事には至っておりませんが，現在これ以上の感染

が生じない 

よう最大限の感染予防・感染拡大防止策を講じておりますので，ご安心頂きたいということ

をはっきりと申し上げさせて頂きたいと思います。 

 私どもも日米両国政府の政策に準じた勤務体制を導入していますが，領事窓口は引き続

き業務を行っていますので，どうかご安心下さい。また，米国連邦政府や州政府が日々発表

する情報を含め，在留邦人の皆様のお役に立ちそうな情報を当館或いはお近くの日本総領

事館から各館ホームページやメール等で発信しておりますので，ご利用いたければ幸いで

す。 

 日本国大使館・総領事館は在留邦人の皆様と共にあります。皆様の安全・安心・健康こそ

が私どもの第一の任務と心得ております。お役に立てること，ご相談等ありましたら，何な

りとご一報ください。皆様や米国の市民・政府と一致団結して，必ずやこの困難を乗り越え，

再びこれまでのような生活に戻れる日が必ず来ると信じています。どうか一緒に頑張って

いきましょう。 

 

令和２年４月２２日 

在米国日本国大使館 特命全権大使 杉山 晋輔 

 

【州政府等による措置等のポイント】  

（注）各州政府の措置等についても，できる限り正確な情報を記載するよう努めております



が，ご自身に関係する事項については，米側当局が提供する情報に依拠してください。 

 

◎（NY州）クオモ知事のメッセージ（４月２２日） 

- 州全体では昨４月２１日の総入院者数（１万５５９９人）、１日の入院者数（１３６６人）

等の指標は減少している。死者数は４７４人と３日連続で５００名を下回ったものの引き

続き高い水準である。私たちの行動が数日後を決めており、このパンデミックをいつ抜け出

すかは私たちの行動次第である。 

- 昨日のホワイトハウスでのトランプ大統領との会合は非常に生産的であった。互いの政

治的感情や相違は脇に置いて話ができた。会談の主要課題は州への財政支援と検査であり、

大統領は私の要請を理解した上で、次の法案で州への財政支援を検討する旨述べるととも

に、FEMAの活動費の州の負担免除（２５％）に同意してくれた。これは NY州にとり非常に

大きなものであり、大統領に感謝したい。州の財政支援については、連邦議会も責任を果た

すべく行動すべき。 

- 社会経済活動の再開の鍵となるのは、「検査・追跡・隔離」であるが、大統領は、検査に

ついて、NY 州で可能な検査数を 1 日平均２万から４万に倍増することへの協力に同意して

くれた。この 4万という数字は、州が管轄する２２１の研究施設が保有する検査機器が検査

可能な最大数となる。 

- 検査の結果、陽性が判明した感染者の過去の行動の追跡については大量の人員を要する

ため、州南部を中心に NJ州、CT州とも連携をとった大規模な組織(Tracing Army)を立ち上

げる。そのために、ブルームバーグ前市長の「ブルームバーグ慈善財団」が１０５０万ドル

を投じ「検査・追跡・隔離」プログラムの立ち上げを支援してくれることとなった。また、

このプログラムでは、「Vital Strategies」が運営に、ジョンズ・ホプキンス大学がオンラ

イン・カリキュラムや訓練にそれぞれ関与する。さらに、NY 州立大学及び NY 市立大学は、

両大学の医学部生３万５０００人から追跡者として従事し得る学生を選出するため協働す

る。 

- 今日は「地球の日」であるが、感染者が集中している地域には、大気を汚染する工場が多

く、マイノリティも多く居住している。特に、アフリカ系コミュニティの喘息や気管支疾患

の数は他のコミュニティの 3倍もあり、また、その多くが必要不可欠な業種で働いた結果、

多くの感染者が発生している。今後よりよい社会を再構築する際にこの事実をよく考える

べき。 

 

◎（NY市）デブラシオ市長のメッセージ（４月２２日） 

- これからは、検査の拡大・追跡・隔離が重要となってくる。目標は、全てのコミュニティ

で検査を実施できるように検査センターを設置し、陽性と判明したら自宅・ホテル・病院で

隔離しつつ、迅速に接触者を追跡することである。特に濃厚接触者の追跡を重視する。 

- また、被害が深刻な公営住宅（NYCHA）の住民に向けた措置を手厚くする。６つの新たな



検査センターを設置し、特に高齢者にマスクや手袋を支給する。食事も配達し、タブレット

１万台を配布してインターネットにアクセスできるようにする。 

- この夏は今までとは大きく異なったものとなるだろう。しかし、７月４日の独立記念日の

パレードを実施できるようにメイシーズと話し合いを進めていく。 

 

◎（NJ州）マーフィー知事のメッセージ（４月２２日） 

- 新規感染者数の増加分は明らかに安定しつつあるが減少傾向が見られない。危機状態を

脱出したといえるまでには程遠い。 

- 本２１日、医療機関に対し、新型コロナウイルスの患者の人種、年齢、性別等を含む人口

統計のデータを州保健局へ提出することを求める法案に書名する。すべての州民に平等に

支援を施すためであり、人種等によって差異があってはならない（We will leave no one 

behind.）。 

 

◎（PA州）大統領選挙予備選について 

・本４月２２日，ウォルフ PA州知事は，６月２日（火）に実施予定の大統領選挙予備選に

関し郵便での投票を呼びかけました。有権者登録をしている方は以下のサイトから郵便で

の投票（または不在者投票）を申し込むことができ，申込締切は５月２６日（火）午後５時，

郵便での投票の締切は６月２日（火）午後８時（必着）となっています。 

https://www.votespa.com/ 

 なお，有権者登録は以下のサイトから可能で，締切は５月１８日（月）となっています。 

https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx 

 

◎（WV州）ジャスティス知事のメッセージ（４月２２日） 

- 全ての介護施設の患者、スタッフへの検査の実施をはじめ、検査に力を入れている。本２

２日、WV 州兵が新型コロナウイルスの検査車両（国防省承認）を導入し、モバイル検査を

実施することを発表する。全米の州兵の中で初の取組。州保健局の要請により早急にコロナ

ウイルスの検査を行う必要が生じた場合、州兵の検査車両が駆けつけ、検査を実施すること

が可能となる。 

 

◎（DE州）サセックス郡におけるコロナウイルス検査場の新設 

・本２２日、カーニーDE 州知事は、来週にもサセックス郡に新しいコロナウイルス検査場

を設置する旨発表しました。サセックス郡は州内でも感染者数の多い郡の一つで、官民及び

地域病院のパートナーシップで迅速に検査が可能となります。サセックス郡の主要産業で

ある養鶏業に携わる人々も対象となり、あわせてハンドサニタイザーやバンダナ、体温計等

のキットの配布も行われる予定です。 

 

https://www.votespa.com/
https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/VoterRegistrationApplication.aspx


◎（DE州）子ども虐待防止月間について 

・４月は子ども虐待防止月間です。デラウェア州子ども・青少年・家族サービス局は、虐待

やネグレクトに意識を向けるよう旨呼びかけています。カーニー知事も、自宅待機やソーシ

ャルディスタンシングを強いられている状況下で、自宅にいることが困難な子どもたちも

いると述べ、州政府が設置したホットライン（1-800-292-9582）及びオンライン・ポータル

（iseethesigns.org）に必要ならば支援を求めるよう呼びかけています。 

・関連の連絡先は以下のとおりです。 

Child Abuse and Neglect Reporting - call 1-800-292-9582 or go to iseethesigns.org 

Child Response Priority Hotline (mental health crisis help): 1-800-969-4357 

Crisis Text Line for Youth: Text DE to 741-741 

Prevent Child Abuse Delaware 

Beau Biden Foundation 

Nemours Kids Health 

 

◎ビジネス関連情報 

・各州等のビジネス関連情報は以下をご覧ください。 

 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html 

 

 

【感染者数等に関する情報】 

 ４月２２日現在，当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下

のとおりです。（カッコ内は前日の数） 

 

○ニューヨーク州：感染者数  ２５７，２１６名（２５１，６９０名），死者数 １５，

３０２名（１４，８２８名） 

・感染者数内訳（主なエリア） 

 ニューヨーク市：感染者数  １４２，４３２名（１３９，３２５名），死者数 １０，

６１４名（１０，３０１名） 

  NY市の内訳 

   クイーンズ区：      ４３，７１３名（４２，８２２名） 

   ブルックリン区：     ３８，４８１名（３７，６９４名） 

   ブロンクス区：      ３０，８６８名（２９，９８９名） 

   マンハッタン区：     １９，０２５名（１８，６９９名） 

   スタテン島区：      １０，３４５名（１０，１２１名） 

 

 ナッソー郡：         ３１，５５５名（３１，０７９名），死者数  １，７

http://iseethesigns.org/
http://iseethesigns.org/
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html


６４名（１，７１７名） 

 サフォーク郡：        ２８，８５４名（２８，１５４名），死者数    ９

５９名（  ９１８名） 

 ウエストチェスター郡：    ２５，２７６名（２４，６５６名），死者数    ９

３２名（  ９０４名） 

 ロックランド郡：        ９，６９９名（ ９，５６８名），死者数    ３

０９名（  ２９７名） 

○ニュージャージー州：感染者数  ９５，８６５名（９２，３８７名），死者数 ５，０

６３名（４，７５３名） 

○ペンシルベニア州： 感染者数  ３５，６８４名（３４，５２８名），死者数 １，６

２２名（１，５６４名） 

○デラウェア州：   感染者数   ３，２００名（ ２，９３１名），死者数    ８

９名（   ８２名） 

○ウエストバージニア州：感染者数     ９３９名（   ９１４名），死者数    ２

６名（     ２６名） 

○コネチカット州フェアフィールド郡：感染者数 ９，８８３名（ ８，４７２名），死者

数 ５８４名（ ５４４名） 

○プエルトリコ：   感染者数  １，２５２名（  １，２５２名）， 死者数   ６

３名（   ６３名） 

○バージン諸島：   感染者数     ５４名（     ５４名）， 死者数    

３名（    ３名） 

 

【医療関係情報】 

◎CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱，咳，息切れ」を挙

げています。これらの症状があり，感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で，

医療機関の指示に従って受診してください（特定の医療機関がない場合には地元保健当局

等（NY市の場合は 311）に電話してください）。 

 CDCホームページ：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 

・新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。 

 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html  

・ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート（発症した場合等の対

応が日本語で記載されています） 

 https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf 

◎当地の病院やクリニックは，完全予約制を導入し，付き添い人数を制限（一人のみ）する

など予防措置をしながら外来を受け付けているところが多い模様です。また，一部の病院で

は電話診察，オンライン診療（有料）を導入しているところもあるようです。ただし，当地

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf


の医療事情については，日々状況が変化しますので，皆様ご自身で病院やクリニックの HP

や直接電話するなどして，ご確認くださるようお願いします。 

 

【領事窓口業務日及び受付時間，検温，マスク等の着用について】 

◎在ニューヨーク日本国総領事館では，現在，領事窓口の業務日を月・水・金（除，休館日）

の週３日とし，受付時間を１０時３０分～１３時（査証申請受付は１２時～１３時）に短縮

しています。なお，電話でのお問い合わせは月曜～金曜まで受け付けております。また，ご

来館の際にはマスク着用をお願いするとともに，ご来館時に当館ビル１階受付にて検温（摂

氏３７．５度以上の場合は入館をお断りしています。）を実施しております。 

詳細は以下リンク先をご参照ください。 

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-03-30.html 

 

【当地から日本への直行便に関する情報】 

 ４月１９日より，当地から日本への直行便は原則として ANA の週１便のみとなっていま

す。日本への渡航をご検討されている方はご留意ください。 

 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/flight-info.html 

 

◎当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。 

 https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html 

 御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。（電話：

212-371-8222） 

 

****************************************************************** 

■ 本お知らせは，安全対策に関する情報を含むため，在留届への電子アドレス登録者，「緊

急メール／総領事館からのお知らせ」登録者，外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配

信しています（本お知らせに関しては，配信停止を承れませんのでご了承願います。）。 

■ 本お知らせは，ご本人にとどまらず，家族内，組織内で共有いただくとともにお知り合

いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。 

■ 在留届，帰国・転出等の届出を励行願います。 

緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。 

以下のＵＲＬから所定の用紙をダウンロード後， (212)888-0889までご連絡ください。 

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html 

■ 在ニューヨーク日本国総領事館 

299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171 

TEL:(212)-371-8222 

HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/ 

https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-03-30.html
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/flight-info.html
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/


facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/ 

twitter: https://twitter.com/JapanCons_NY 

*************************************************************** 

https://www.facebook.com/JapanConsNY/
https://twitter.com/JapanCons_NY

